
令和４年度 第６回 聴覚センター指定管理者運営委員会協議の概要 

 

 

１ 日  時：令和５年３月２５日（土） 

開会：１３時３０分  閉会：１４時５０分 

 

２ 場  所：岡山県聴覚障害者センター研修室 

 

３ 出席委員：岡山県聴覚障害者福祉協会   中西 厚美、井下 智貴、中務 雅裕 

       岡山県難聴者協会       森  俊己、竹上 敦典、谷口 進 

欠席委員：岡山県聴覚障害者福祉協会   東  久示 

      

４ 会議に出席した者 

       岡山県聴覚障害者センター 所長 西條 保幸 

 

５ 情報保障：「手話通訳者の集い」受講者４名、岡山県要約筆記団体連絡会他３名 

 

６ 報告事項 

（１）令和４年１月・２月の月例報告                

（２）令和４年２月までの各種事業の実施状況と計画                   

（３）令和５年度予算            

（４）令和４年度センター運営会議               

 

７ 協議事項 

（１）令和５年度運営委員会委員、事業委員の推薦 

（２）令和５年度意思疎通支援派遣事業の実施計画 

（３）令和５年度自立支援拠点活動支援事業の実施計画     

          

８ その他 

（１）次回運営委員会の会議日程について 

 

９ 協議の概要（○は委員の発言、□はセンターの発言） 

① 頸肩腕症候群健診について 

   〇 一次健診は１１５名中９９名が受診し、二次健診は要精密検査１４名中の６名が 

受診している。受診後のフォローアップはどうしているのか。 

  □ 健診に件しては、一次健診は９割近くの人が受診しているが、二次健診は受 

診率が低く問題だと認識している。受診後のフォローアップについて私は把握して

いないのでこの場では回答できないが、後日、調査して回答させていただく。 



〇 この健診は、対象は手話通訳者だけなのか。なぜ、要約筆記者は対象になってい 

ないのか。 

□ 手話通訳者の頸肩腕症候群については、過去、全国的な問題になり、手話通訳者 

の頸肩腕症候群について調査研究が実施されたという経緯があり、現在は岡山でも 

手話通訳者養成事業で予算化して健診を行っている。 

   実施のためには、国や県から（要約筆記者養成事業の）予算をつけていただく必 

要がある。昨年度の、運営会議でも要約筆記者の頸肩腕症候群健診の話は出たが、 

その後の進展はない。 

〇 県にも要望するが、センターからも健診実施についてプッシュしてほしい。 

 

② 手話通訳者派遣のコーディネートについて 

   〇 手話通訳者派遣のコーディネートについて、要約筆記者の派遣件数はどのくらい 

なのか。 

   □ 調べてみないとわからない。しかし、団体派遣（官公庁や民間会社からの要請に 

より派遣する）はセンターの業務ではない。（事業実施主体の）聴覚障害者福祉協会 

からコーディネートを委託されており、センターはその他事業として実施している 

ことから、事業報告に件数表を掲載している。 

     同様に、要約筆記者の団体派遣（官公庁や民間会社からの派遣要請により派遣す 

る）はセンターの事業ではなく、コーディネートの委託もされていないので件数の 

把握は行っていない。 

  

 ③ 意思疎通支援者派遣事業について 

   〇 意思疎通支援者派遣事業であるが、手話通訳はセンターの直営で実施しているが、 

要約筆記は委託方式になっている。理由は何なのか。 

□ 手話通訳は手話通訳者設置事業があり３名の手話通訳者が設置されていることか 

ら直営で実施している。一方、要約筆記は、（制度上）要約筆記者設置事業がない

ことから、直営では実施出来ず、委託方式となっている。しかし、直営であれ、委

託であれ、センター事業として実施していることに違いはない。 

 

④ 聴覚障害者の相談業務 

  〇 聴覚障害者の相談業務だが、ろう者と難聴者の相談件数は大きく差があり、お 

かしいと感じている。難聴者に対するセンターの PR が不足しているのではない 

のか。 

  □ 先日開催した運営会議でも、もっとセンターを PRするようにとの意見があっ 

た。ろう者の方と比べると、中途失聴の方などには周知されていないかも知れな 

い。従って、市町村や聴覚障害の判定実施機関などに対して、聴覚障害者センタ 

ーの周知を行うことを、今後、検討していきたい。 

  〇 特に、高齢者難聴の方への PRが必要だと思う。 



⑤ 意思疎通支援者の表記方法に関して 

〇 意思疎通支援者を表記するにあたり、手話通訳者等という表記を行っているが、 

きちんと手話通訳者・要約筆記者と表記していただきたい。 

 

⑥ 令和５年度の意思疎通支援事業（派遣）について 

〇 令和５年度の意思疎通支援事業の各団体の予算配分額であるが、予算単価のと 

ころにコーディネート単価の記載がないがなぜなのか。また、今後、派遣単価を 

引き上げる予定はあるのか。 

□ 要約筆記者の派遣コーディネートは別事業（意思疎通支援事業（連絡調整））で 

実施しているので、ここには単価は掲載されない。従って、ここに記載されてい

る予算配分額は全額を意思疎通支援者の派遣経費に充当できる。また、派遣単価

は県要綱で規定されており、県要綱の変更がない限り引き上げはない。 

  

⑦ その他 

〇 令和５年度第１回の開催日は５月２７日（土）１３時３０分からとする。 

    また、第１回運営委員会において令和５年度の２回目以降の委員会日程を決 

定する。しかし、状況によっては日程変更があることにもご留意いただきたい。 

   

 

 


